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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の転炉にて溶銑の脱炭精錬に併せて脱珪処理および脱燐処理を行ない、次に、第２
の転炉にて脱炭精錬を行なって溶鋼とする転炉製鋼法において、
　まず、前記第１の転炉内に溶銑を装入したのち、ランスから精錬用酸素および石灰系媒
溶材を含む粉体を吹き付けることによって、溶銑の脱珪処理を行ない、
　次に、その脱珪処理後スラグの一部を排滓して、その残りは溶銑と共に該容器内に残留
させる中間排滓の処理を行ない、
　次に、該転炉内に残した脱珪後の溶銑の浴面に対し、ランスから精錬用酸素および石灰
系媒溶材を含む粉体を吹き付けることによって溶銑の脱燐処理を行ない、
　次に、脱燐後の溶銑を出湯すると共に、脱燐処理後スラグの少なくとも一部を転炉内に
残留させ、
　その後、出湯した脱燐処理後の溶銑を上記第２の転炉に移して脱炭精錬を行なって溶鋼
を得る際に、
　上記脱珪処理および上記脱燐処理のいずれか一方もしくは両方の処理を、精錬用酸素、
石灰系媒溶材を含む粉体、燃料ガスおよび支燃性ガスを吹き付けることのできるバーナー
機能付きランスを用いて行なうと共に、該脱珪処理時および該脱燐処理時における該バー
ナー機能付きランスからの熱供給量を１０ＭＪ／ｔ以上とすることにより、前記脱珪処理
終了時の溶銑温度を１２６０℃以上１３５０℃以下にすると共に、脱燐処理終了時の溶銑
温度を１２８０℃以上１３６０℃以下にすることを特徴とする転炉製鋼法。
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【請求項２】
　前記第１の転炉内に、前回脱燐処理時に生成した量の３０ｍａｓｓ％以上の脱燐処理後
スラグを残留させ、さらにその第１の転炉内には、少なくとも未処理の溶銑を装入すると
共に、上吹きランスもしくはバーナー機能付きランスから精錬用酸素および石灰系媒溶材
を含む粉体、もしくはさらに燃料ガスおよび支燃性ガスを吹き付けることによって溶銑の
脱珪処理を行ない、
　次に、脱珪処理後のスラグの４０ｍａｓｓ％以上を炉外に排出する中間排滓を行ない、
　その後、上記第１の転炉にて上吹きランスもしくはバーナー機能付きランスを用いて精
錬用酸素および石灰系媒溶材を含む粉体、もしくはさらに燃料ガスおよび支燃性ガスを吹
き付けることによって溶銑の脱燐処理を行なうこと、を特徴とする請求項１に記載の転炉
製鋼法。
【請求項３】
　脱炭精錬時に前記バーナー機能付きランスを用いることを特徴とする請求項１または２
に記載の転炉製鋼法。
【請求項４】
　脱珪処理、脱燐処理、脱炭精錬のいずれか１または２以上の処理に用いる前記バーナー
機能付きランスは、精錬用酸素通路および粉体供給通路、燃料ガス通路、支燃性ガス通路
を有する多重管ランスであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１に記載の転炉製
鋼法。
【請求項５】
　前記粉体は、媒溶材や副原料の他、酸化鉄材料やマンガン酸化物のいずれか１以上を、
アルゴンや窒素の如き不活性ガスからなる搬送ガスと共に吹き込むことを特徴とする請求
項１～４のいずれか１に記載の転炉製鋼法。
【請求項６】
　脱燐処理後スラグは、脱燐処理時に生成した量の６０ｍａｓｓ％以上を転炉内に残留さ
せることを特徴とする請求項１～５のいずれか１に記載の転炉製鋼法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転炉製鋼法に関し、特に、溶銑を転炉にて脱炭吹錬に併せて脱珪処理と脱燐
処理を行なってから製鋼精錬をする方法について提案する
【背景技術】
【０００２】
　近年の製鋼法では、転炉による脱炭精錬に先立って、高炉から供給される溶銑中の珪素
や燐を予め除去する溶銑予備処理を施すことが一般的である。その溶銑予備処理は、精錬
用フラックスなどのコスト低減や溶鋼の高純度化、転炉での過酸化防止によるマンガン歩
留りの向上、精錬スラグ量の低減などの要請に応じて実施される。
【０００３】
　例えば、製鋼工程で発生する精錬スラグの場合、構成成分中のフッ素が法規制の対象と
なることがある。この場合、フッ素源となる蛍石（ＣａＦ２）を使用しない溶銑予備処理
の方法が有効である。また、近年では、製鉄業への温室効果ガスの排出量削減への要求が
高まっており、酸化鉄を還元するのに大きなエネルギーを必要とする高炉溶銑の使用割合
を低減させる一方、鉄スクラップなどの冷鉄源の使用割合を増大させる製鋼方法について
の要請もある。このような背景の下で、近年の製鋼法では、溶銑予備処理法の改善を図り
つつ、冷鉄源の使用比率を増大させる傾向がある。
【０００４】
　ところで、溶銑の脱珪および／または脱燐を行なう溶銑予備処理に際し、生石灰などの
精錬剤（媒溶剤）を添加すると同時に気体酸素や酸化鉄等の固体酸素源を供給して、溶銑
中の珪素や燐をスラグ中に除去するための炉として、転炉型の容器、すなわち転炉を用い
る方法がある。この転炉は、多量のスクラップを使用するためには、炉容積の大きい転炉
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を用いることが有利だからである。この点について、特許文献１では、転炉型の反応容器
を用いて脱珪処理を行ない、出湯－排滓した後、再びその転炉型反応容器に脱珪した溶銑
を装入して脱燐処理を行なう予備処理方法において、脱珪処理後の溶銑中珪素濃度やスラ
グの塩基度および酸化鉄濃度を調整することにより、蛍石を使用しないで効率よく脱燐す
る方法を提案している。
【０００５】
　また、特許文献２には、転炉型容器で溶銑の脱珪処理と脱燐処理を連続して行なう予備
処理方法において、前チャージの脱燐処理後スラグの４０～６０質量％を容器内に残留さ
せて、これを脱珪、脱燐処理に利用することにより、スラグ発生量を減少させる方法（ダ
ブルスラグ法）が開示されている。
【０００６】
　特許文献３には、転炉を使用して脱珪処理と脱燐処理とを行なう転炉による溶銑の精錬
方法において、転炉内で脱珪処理後に中間排滓を行なってから、引き続き脱燐処理を行な
う方法が開示されている。この方法では、後述するように組成の制御を通じて、脱珪後の
復燐を制御すると共に、その後の脱燐処理を容易にすることができるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１２９２２１
【特許文献２】特開２００２－２５６３２５
【特許文献３】特開２００１－２７１１１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示の方法は、脱珪処理後に転炉型容器から出湯・排滓した後、再び、そ
の容器内に脱珪した溶銑を装入して脱燐処理を行なうため、溶銑中のりん濃度の低減には
有利である。しかし、この方法は、出銑と装入を繰り返す必要があるため、１つの転炉型
容器で実施する場合には生産性が著しく劣るという問題がある。ただし、この方法では、
溶銑予備処理のために、２つの転炉型容器を用いることもできる。しかし、この場合には
多額の設備費用が必要になると共に、炉体からの放散熱による熱ロスが増大するという問
題がある。さらに、この方法では、脱珪処理および脱燐処理において大量の媒溶剤を添加
することが必要になることから精錬コストの増大を招くと共に、媒溶剤の吸熱による熱ロ
スが増大するという問題もある。さらにまた、この方法では、脱燐処理時に滓化促進や脱
燐反応効率の向上のために鉄鉱石などの酸化鉄を投入しているため、この酸化鉄分解反応
に伴う吸熱や中間出銑による熱ロスが大きいという問題がある。その他、蛍石を使用しな
い脱燐スラグは、塩基度が比較的高いため、脱燐処理終了時点でもスラグ中の固相比率が
高く流動性に劣り、溶鉄の液滴がスラグ中に混入して分離されないまま炉外に排滓され、
地金ロスの増大を招くという問題もあった。なお、その地金の一部はスラグを粉砕した後
、磁選することにより鉄源として回収できるが、スラグに混入した微細鉄粒子までは回収
できないため、大部分がスラグと共に土木用途などで処分されることになり、地金のロス
が大きい。
【０００９】
　次に、特許文献２については、１つの転炉型容器で脱珪処理と脱燐処理を連続して行な
うと共に、脱燐処理後スラグの４０～６０質量％のみを排出して、残りを次チャージの脱
珪、脱燐処理に使用することにより、媒溶剤使用量、スラグ発生量を低減させる予備処理
方法を提案しており、熱ロスの低減が期待できる。しかし、この文献２には、脱珪および
脱燐処理における適正なスラグ組成や処理温度の範囲が記載されていないばかりか、大量
に生成する脱珪スラグを炉内に残留させたまま脱燐処理を行なうことから、低燐銑を溶製
するにはスラグ塩基度を調整するための多量の石灰系媒溶剤が必要となる。このため、脱
珪スラグこそ発生しないが、炉内の脱燐スラグ量が増大して反応効率が低下し、脱燐スラ
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グの排出量はむしろ増大することになるから、脱燐スラグ中への地金ロスの問題も残され
たままであった。
【００１０】
　特許文献３の方法については、溶銑脱りん後スラグを炉内に残留させ、次チャージの脱
珪吹錬後のスラグ組成を塩基度０.９～１.１、スラグ中の(Ｔ．Ｆｅ)＝１５～２０ｍａｓ
ｓ％として排出することで、脱珪吹錬中の復燐を防止し、スラグ中の未反応石灰を低減す
る技術を提案している。しかし、この方法は、脱珪吹錬後のスラグ組成の変動によって、
復燐が生じる可能性がある。特に、連続的に操業を行う中で、脱珪吹錬後のスラグを効率
よく系外に排出しないと、りんを含んだスラグが残留することになり、スラグの塩基度や
スラグの（Ｔ．Ｆｅ）の変動により、脱りん反応を安定して進行させることが困難になる
という問題がある。
【００１１】
　本発明の主たる目的は、少量の媒溶剤で溶銑の脱珪処理および脱燐処理の効率を上げて
、低燐銑の溶製コストを低減させると共に脱炭精錬のコストをも抑制することのできる転
炉製鋼法を提案することにある。
　また、本発明の他の目的は、溶製時に発生するスラグの有効利用を拡大できるようにす
ること、およびスラグ中への地金ロスを低減するために有効な転炉製鋼法を提案すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記目的に対し、発明者らは、脱珪、脱燐、脱炭の製鋼精錬プロセスにおいて、媒溶材
の使用量を抑制しても燐濃度を効率よく低減させることができると同時に、スクラップ溶
解のための熱源を確保することができ、かつ鉄歩留りを向上させることができる方法につ
いて検討した。その結果、転炉内において溶銑の脱珪処理および溶銑の脱燐処理を行なう
溶銑予備処理に当たり、脱珪処理および脱燐処理のいずれか一方もしくは両方の処理のと
き、さらには脱炭精錬をするときに、精錬用酸素ガスや粉体の供給に加え、さらに燃料ガ
スや支燃性ガスを同時に供給することができるようにした燃焼用ガス孔（バーナー孔）を
有するバーナー機能付き上吹きランスを用いると、前記の目的をより容易に実現できるこ
とを見い出し、本発明を開発した。
【００１３】
　即ち、本発明は、第１の転炉にて溶銑の脱炭精錬に併せて脱珪処理および脱燐処理を行
ない、次に、第２の転炉にて脱炭精錬を行なって溶鋼とする転炉製鋼法において、まず、
前記第１の転炉内に溶銑を装入したのち、ランスから精錬用酸素および石灰系媒溶材を含
む粉体を吹き付けることによって、溶銑の脱珪処理を行ない、次に、その脱珪処理後スラ
グの一部を排滓して、その残りは溶銑と共に該容器内に残留させる中間排滓の処理を行な
い、次に、該転炉内に残した脱珪後の溶銑の浴面に対し、ランスから精錬用酸素および石
灰系媒溶材を含む粉体を吹き付けることによって溶銑の脱燐処理を行ない、
　次に、脱燐後の溶銑を出湯すると共に、脱燐処理後スラグの少なくとも一部を転炉内に
残留させ、その後、出湯した脱燐処理後の溶銑を上記第２の転炉に移して脱炭精錬を行な
って溶鋼を得る際に、上記脱珪処理および上記脱燐処理のいずれか一方もしくは両方の処
理を、精錬用酸素、石灰系媒溶材を含む粉体、燃料ガスおよび支燃性ガスを吹き付けるこ
とのできるバーナー機能付きランスを用いて行なうと共に、該脱珪処理時および該脱燐処
理時における該バーナー機能付きランスからの熱供給量を１０ＭＪ／ｔ以上とすることに
より、前記脱珪処理終了時の溶銑温度を１２６０℃以上１３５０℃以下にすると共に、脱
燐処理終了時の溶銑温度を１２８０℃以上１３６０℃以下にすることを特徴とする転炉製
鋼法である。
【００１４】
　前記本発明方法においては、下記の手段を採用することが好ましい。
（１）前記第１の転炉内に、前回脱燐処理時に生成した量の３０ｍａｓｓ％以上の脱燐処
理後スラグを残留させ、さらにその第１の転炉内には、少なくとも未処理の溶銑を装入す
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ると共に、上吹きランスもしくはバーナー機能付きランスから精錬用酸素および石灰系媒
溶材を含む粉体、もしくはさらに燃料ガスおよび支燃性ガスを吹き付けることによって溶
銑の脱珪処理を行ない、次に、脱珪処理後のスラグの４０ｍａｓｓ％以上を炉外に排出す
る中間排滓を行ない、その後、上記第１の転炉にて上吹きランスもしくはバーナー機能付
きランスを用いて精錬用酸素および石灰系媒溶材を含む粉体、もしくはさらに燃料ガスお
よび支燃性ガスを吹き付けることによって溶銑の脱燐処理を行なうこと、
（２）脱炭精錬時に前記バーナー機能付きランスを用いること、
（３）脱珪処理、脱燐処理、脱炭精錬のいずれか１または２以上の処理に用いる前記バー
ナー機能付きランスは、精錬用酸素通路および粉体供給通路、燃料ガス通路、支燃性ガス
通路を有する多重管ランスであること、
（４）前記粉体は、媒溶材や副原料の他、酸化鉄材料やマンガン酸化物のいずれか１以上
を、アルゴンや窒素の如き不活性ガスからなる搬送ガスと共に吹き込むこと、
（５）脱燐処理後スラグは、脱燐処理時に生成した量の６０ｍａｓｓ％以上を転炉内に残
留させること、
【発明の効果】
【００１５】
（１）前記のような構成を有する本発明に係る転炉製鋼法によれば、脱燐処理後スラグ中
の石灰分を次チャージの脱珪処理における石灰源として活用できると共に、この場合でも
脱珪処理における復燐を抑制できることから、製鋼プロセス、とくに溶銑予備処理プロセ
ス全体での石灰系媒溶材使用量の削減が可能になる。
（２）本発明によれば、溶銑予備処理工程において、脱珪処理後に中間排滓し、引き続き
同じ転炉で脱燐処理を行なうので、精錬容器の移し替えによる放熱相当分を冷鉄源溶解の
ための熱源とすることができると共に、前チャージで生成した高温の脱燐処理後スラグを
媒溶材として活用できる。従って、常温の媒溶材を添加する場合に比較すると、吸熱分を
冷鉄源溶解のための熱として活用することができ、ひいては冷鉄源（スクラップ）使用量
の増大を図ることができる他、地金ロスを低減することができる。
（３）本発明によれば、溶銑予備処理工程において、脱珪処理と脱燐処理との間で、脱珪
処理時に生成した低塩基度のスラグを炉外に排出するため、比較的高い塩基度（（質量％
ＣａＯ／質量％ＳｉＯ２）＝１．２～３．０）を維持でき、従って、脱燐処理における石
灰系媒溶材の使用量を低減させることができる。
（４）本発明によれば、粉体吹き込み可能な燃焼用バーナー機能付き上吹き送酸ランス（
以下、単に「バーナー機能付きランス」という）を用いることで、脱珪処理時に生成した
低塩基度のスラグを炉外に排出しやすくなると共に、排出スラグ中の鉄ロスを低減するこ
とができる。
（５）本発明によれば、前記バーナー機能付きランスのバーナー孔から供給される粉体が
伝熱媒体となり、高い効率で溶銑、スラグへの熱供給が可能になるため、スクラップの溶
解、脱燐剤として使用する酸化鉄源添加による熱ロスを補なうことができると同時に、ス
ラグ中の粒鉄ロスも低減させることができる。
（６）本発明によれば、前記バーナー機能付きランスのバーナー孔から供給される粉体が
伝熱媒体となる際に、この粉体が加熱されるため、溶銑の脱燐吹錬におけるフラックスに
よる脱燐効率の向上、脱炭精錬時におけるＭｎ鉱石の還元促進に寄与し、精錬コストの低
減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】予備処理方法に用いる転炉型容器の略線図である。
【図２】本発明に係る溶銑予備処理方法の工程図である。
【図３】バーナー機能付きランスの断面図である。
【図４】バーナー機能付きランスからの熱供給量と脱Ｓｉスラグ排滓率との関係を示す図
である。
【図５】バーナー機能付きランスからの熱供給量と脱Ｐ吹錬後の[Ｐ]との関係を示す図で
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ある。
【図６】バーナー機能付きランスからの熱供給量とＭｎ鉱石歩留との関係を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る好適な転炉製鋼法では、転炉を用いて溶銑の予備処理を行なうと共に、脱
炭精錬を行なう方法である。その転炉としては、図１に示すような上底吹き可能な転炉（
精錬炉）１を用いる。そして、本発明では、この転炉１内の溶銑に対し、脱珪処理および
脱燐処理のいずれか一方もしくは両方の処理時に、後で詳述する昇降可能なバーナー機能
付きランス２、即ち、各種の粉体吹き込みが可能な燃焼用バーナー機能付き上吹き送酸ラ
ンス２の先端から精錬用酸素ガスを浴面（溶銑）に向けて吹き付けること（上吹き）によ
って行なうことに特徴がある。ここで、酸素ガスとしては工業用純酸素を用いることが好
適である。また、底吹きは、この転炉１の底部に設けられた底吹き羽口３を使って行なう
。底吹きガスとしては、酸素ガスを含むガス、あるいはＡｒガスや窒素ガスなどの不活性
ガスが一般的であるが、溶銑中に吹き込むことにより溶銑の攪拌を強化して冷鉄源の溶解
を促進する機能を有するガス、さらには搬送用ガスと共に溶銑中に媒溶材を吹き込む機能
を有するようなガスなどであってもよい。なお、図中の符号４は、精錬後の溶銑９を出湯
するための出湯孔である。
【００１８】
　本発明方法の実施に当たっては、例えば、２基以上の転炉を用い、そのうちの少なくと
も１基の転炉１を溶銑予備処理に使用し、残りの少なくとも１基を、予備処理済み溶銑の
脱炭精錬に使用して溶鋼を製造する。即ち、本発明では、溶銑予備処理用の第１の転炉に
て予備処理を行ない、そして、予備処理後の溶銑を脱炭精錬用の第２の転炉に移し替えて
脱炭精錬を行なうことが好ましい。
【００１９】
　本発明において特徴的な前記バーナー機能付きランス２とは、図３の断面構造に示すと
おりのものである。これは、上述したように、粉体吹き込み可能な燃焼用バーナー機能付
き上吹き送酸ランスのことである。このバーナー機能付きランス２とは、同心６重管構造
を有し、中心通路は、ＡｒやＮ２の如き不活性ガスを搬送ガスとして、生石灰粉や酸化鉄
粉、Ｍｎ鉱石粉、その他媒溶材の一種または二種以上の粉状精錬材（粉体）を吹き込むた
めの粉体吹き込み通路１８であり、その外側には複数の環状通路を備えている。その環状
通路は、内側（内管）から順に、燃料ガス通路１９、さらにその外側には燃焼用酸素や空
気などの支燃性ガス通路２０、さらに、その外側に精錬用酸素ガス通路２１、そしてその
外側の最外郭部には内外部の通路を下端にて反転循環する構造の冷却水通路２２ａ、２２
ｂを配した構造からなる。このランス２の本体下端部には溶接などにより銅鋳物製のラン
スチップ２３が取付けられている。
【００２０】
　本発明において、通常の上吹き送酸ランスに代えて前記のような精錬用粉体を供給する
ことが可能なバーナー機能付きランス２を採用する理由は、バーナー燃焼熱を効率よく溶
湯に伝熱することができるため、スクラップ溶解等に必要な熱量を効果的に供給すること
が可能になるからである。しかも、ランスから噴射される精錬用粉体がバーナー燃焼熱の
伝熱媒体となると共に、該精錬用粉体自身も加熱状態で添加されるため、スラグ温度が上
昇し、脱珪工程後の排滓の促進、排出するスラグ中に懸濁する溶銑の比率が低減すること
で、媒溶剤である石灰の削減、鉄歩留まり向上に寄与する。また、溶銑脱りん吹錬におい
てこのバーナー機能付きランス２を用いると、石灰源の溶解が促進されるので脱りん反応
が向上する。さらに、脱炭吹錬においては、このランス２を用いるとＭｎ鉱石の還元促進
といった反応効率向上にも寄与する。
【００２１】
　以下に、本発明に係る転炉製鋼法の一環として、第１の転炉１を用いて溶銑の予備処理
を行なう方法について、図２に基づき説明する。図示したように、この溶銑予備処理方法
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は、（Ａ）溶銑装入、（Ｂ）脱珪処理、（Ｃ）中間排滓、（Ｄ）脱燐処理、（Ｅ）出湯、
の順に行なわれる工程からなり、特に、同一の転炉において、これらの各工程を繰返し実
施することにより、効率的な溶銑の予備処理が可能になる。以下、脱珪処理および脱燐処
理の両方で前記バーナー機能付きランスを用いる例につき説明する。もちろん、いずれか
一方の処理のみについて該バーナー機能付きランスを用いてもよい。
【００２２】
（１）溶銑装入工程（Ａ）
　この工程（Ａ）では、転炉（精錬炉）１内に、前回の溶銑の予備処理時に生成した脱燐
処理後スラグ（以下、単に「脱燐スラグ」という）１７の少なくとも一部を炉内に残留さ
せたまま、装入鍋１４より新たな溶銑９を装入するか、または、その溶銑装入前に鉄スク
ラップなどの冷鉄源１１を装入した後に該溶銑９を装入する。転炉型精錬炉１内に予め装
入する冷鉄源１１としては、日本鉄源協会の「鉄スクラップ検収統一規格」に規定されて
いる鉄スクラップの他、直接還元鉄、冷銑などの鉄を主成分とするものを用いる。
【００２３】
　転炉１内に、次回精錬（次回チャージ）に備え、残留させる前回精錬（前回チャージ）
時に生成した脱燐スラグ１７は、次回チャージの脱珪処理時のスラグ塩基度を調節する役
目がある。即ち、この脱燐スラグの塩基度（質量％ＣａＯ／質量％ＳｉＯ２）（以下、単
に「塩基度」という）は１．２以上、好ましくは１．４以上とする。その理由は、この前
回チャージの脱燐スラグ１７の塩基度が１．２未満では、脱燐スラグを残留させても脱珪
処理における塩基度調節には不十分であり、多量の石灰系媒溶材を添加することが必要に
なるからである。なお、塩基度の上限については特に限定しないが、通常の溶銑脱燐処理
でのスラグ塩基度が３．０程度以下であるので、塩基度をこれ以上に高める必要は特にな
い。
【００２４】
　また、炉内に残留させる前回チャージの脱燐スラグ１７の量は、塩基度の調節を効果的
に行なうためには、前回チャージで生成する脱燐スラグ量の３０質量％以上、好ましくは
６０質量％以上～１００質量％までとする。なお、炉内に残留させる前回チャージの脱燐
スラグ１７の全量を次回チャージの脱珪処理に活用すれば、脱珪処理での塩基度調節がさ
らに容易になる。その上、このような方法を継続的に行えば、排出される予備処理スラグ
は中間排滓時の脱珪スラグのみとなり、塩基度の高い脱燐スラグが排出されないため、水
和反応によるスラグの膨張やアルカリの溶出といった問題も生じない。従って、スラグの
利用を図る上でも本発明方法は極めて有効である。
【００２５】
　なお、前記脱燐スラグ１７は、比較的高塩基度で、低温（１３５０℃程度以下）である
ことから、固相比率が高く流動性は低い。そのため、脱炭スラグを炉内に残留させておく
ときのように、多量の冷却材を添加して固化させるような非効率的な操作は、熱収支上お
よび物質収支上からも必要がない。また、この脱燐スラグ１７は上記の特性から固相に富
んで流動性が低いことから、組織内に大量の微細な金属鉄を含有しており、スラグを粉砕
後磁選処理した後でも、１０質量％程度以上の金属鉄を含んでいる。従来、これをスラグ
として系外に排出していたが、本発明によれば、これをスラグと共に次回チャージに持ち
越すので、スラグ中の金属鉄の大部分を溶銑中に回収して、鉄源のロスを削減する効果が
ある。
【００２６】
　なお、脱珪処理終了時のスラグ（脱珪処理後スラグ、以下、「脱珪スラグ」という）に
ついては、液相率が高く、流動性が比較的高いためスラグ中の金属鉄分が分離されやすく
、スラグの粉砕および磁選処理後に回収されずにスラグ中に残留する金属鉄分は少ない。
従って、本発明方法では、溶銑予備処理全体を通じてスラグ中への鉄ロスを削減できる。
【００２７】
（２）脱珪処理工程（Ｂ）
　この工程（Ｂ）は、転炉１を直立させ、前記バーナー機能付きランス２等から主に溶銑
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９に向けて精錬用酸素ガス５を噴射して脱珪吹錬を行ないつつ、併せて支燃性ガス６であ
る燃焼用酸素と燃料ガス７と精錬用粉体とを同時に吹き付けて脱珪を行なう処理である。
特に、この脱珪処理工程の特徴は、ホッパー８内に収容された珪素源１５および石灰系媒
溶材１６からなる精錬用粉体を前記バーナー機能付きランス２の中心通路１８からバーナ
ーによる燃焼雰囲気中で上吹き噴射することにある。なお、必要に応じ、図示していない
シュートからこれらの粉体を供給してもよい。このとき、該バーナー機能付きランス２は
、支燃性ガス６と燃料ガス７とによるバーナー機能により、中心通路から供給される熱源
となる炭材や珪素源あるいは酸素源となる酸化鉄などを同様に添加してもよい。脱珪処理
のための酸素源としては、多量の冷鉄源１１を溶解させる観点からは、吸熱量の大きい酸
化鉄を用いずに該バーナー機能付きランス２の精錬用酸素ガス通路２１から酸素ガス５の
みを吹き込むことが好ましい。
【００２８】
　この脱珪処理において、溶銑９中に含まれる珪素あるいは珪素源１５および冷鉄源１１
に含有していて溶解により溶銑中に移行する珪素は、酸素源と反応（Ｓｉ＋Ｏ２→ＳｉＯ

２）して脱珪されることにより、その後の脱燐処理における反応効率を高めることができ
る。この脱珪処理時には酸化熱が発生し、この酸化熱で溶銑温度が上昇して溶銑中の冷鉄
源１１の溶解が促進されることになる。
【００２９】
　この脱珪処理段階でのスラグの組成は、炉内に予め残留させた前回チャージの脱燐スラ
グ１７の量およびその組成の推定値と、上記反応により生成する二酸化珪素の生成量とを
考慮して、脱珪処理終了時のスラグ塩基度が０．５以上１．５以下になるように調節する
。この塩基度が０．５未満では、炉内に残留させた前回チャージの脱燐スラグ１７から復
燐して溶銑中燐濃度の上昇を招き、後工程での脱燐負荷が大きくなって効率的でない。従
って、脱珪処理終了時の脱珪スラグの塩基度は０．５以上、より好ましくは０．７以上と
する。また、塩基度が１．５より高くなると、スラグの流動性が低下するため、引き続く
中間排滓時の排滓量が少なくなったり排滓量の制御が難しかったりする問題があり、石灰
系媒溶材を削減するうえでも効率的でない。従って、脱珪処理終了時のスラグ塩基度は１
．５以下、より好ましくは１．２以下とする。なお、塩基度の調節には、生石灰や石灰石
、ドロマイトなどの石灰系媒溶材の他、脱炭スラグや脱燐スラグ、取鍋スラグなどから選
ばれる製鋼スラグを媒溶材として用いる。
【００３０】
　脱珪処理終了時の溶銑温度は、１２６０℃以上とする。その理由は、１２６０℃未満で
は、スラグの流動性が低下し、次の中間排滓時の排滓量が少なくなったり排滓量の制御が
困難になったりする問題があるうえ、スクラップの溶解速度が低下するからである。
【００３１】
　また、この段階での溶銑温度の制御は、後の脱燐工程において、脱燐を効率よく行なう
ためにも有効である。例えば、脱珪処理終了時の溶銑温度を１３５０℃以下にすると、脱
燐処理において温度調節のために添加する鉄鉱石などの冷却材投入量を大幅に削減するこ
とができる。本発明においては、同一の転炉で脱珪処理と脱燐処理を続けて行なうことか
ら、脱燐処理前にスクラップを装入することは作業時間の点で困難であるという事情もあ
る。また、処理中に炉上から投入できるスクラップなどの冷鉄源は、整粒された高価なも
のであったり、製鉄所内で発生する地金など量的に限られたものであるため、定常的に大
量に使用することは難しい。実際には、炉上投入装置で使用できる副原料の種類数の制約
から、冷鉄源を炉上から投入できないこともある。要するに、従来、脱燐処理工程におい
て利用している冷却材は、鉄鉱石などの酸化鉄に限られていて、安価なスクラップなどの
冷鉄源を十分に活用できていないのが実情である。
【００３２】
　かかる脱珪処理の工程では、安価なスクラップの使用量を増大させることが比較的容易
であり、これによって脱珪処理後の溶銑温度を１３５０℃以下とすることができる。しか
し、スクラップの溶解速度は溶銑温度の影響が大きく、実質的には熱供給が必要である。
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また、溶銑のＳｉ濃度が高い場合には、炉内に残留させた前記脱燐スラグ１７中の石灰分
だけでは脱珪吹錬中の塩基度の調整には不十分な場合がある。この場合において、本発明
では、脱炭炉スラグ等の新規石灰源を前記バーナー付きランス２やシュートを用いて添加
してもよい。それは添加した石灰源の溶解を促進することが、脱珪処理後の排滓性、排滓
スラグ中の粒鉄ロスの低減に有効であるところ、前記バーナー機能付き送酸ランス２の利
用は正に、この点の改善に力を発揮する。
 
【００３３】
　溶銑配合率が低い場合、スクラップの溶け残りが発生することがあるが、該転炉内にそ
のまま溶銑と共に保持して、次の脱燐処理段階までに溶解を進行させればよい。即ち、冷
鉄源については、脱燐処理終了時までに溶解が完了していれば操業上の問題は生じない。
【００３４】
　なお、脱珪処理後の溶銑温度は、熱電対等による測定値を用いてもよいし、熱収支から
の計算値を用いてもよい。例えば、熱収支からの計算方法として、下記（１）式に基づい
て計算できるが、必ずしもこれに限定されない。それは、個別の装置条件や操業条件に応
じて係数を調節したり、変数を追加あるいは削除した計算値よりも若干高くなる傾向はあ
るが、誤差程度である。
【００３５】

Ｔ：脱珪処理後溶銑温度（℃）
Ｔi：装入溶銑温度（℃）
Ｘｐ：溶銑原単位（ｋｇ／ｔ）（溶銑重量と冷鉄源重量の合計１ｔ当たり、以下同様）
Ｘｓ：冷鉄源原単位（ｋｇ／ｔ）
ＸＳｉ：酸化物となる珪素原単位（ｋｇ／ｔ）
ＸＣ：添加物中炭素原単位（ｋｇ／ｔ）
Ｘｏｒｅ：酸化鉄原単位（ｋｇ／ｔ）
ＸＯ２：気体酸素原単位（Ｎｍ３／ｔ）
Ｘｆ：媒溶材原単位（ｋｇ／ｔ）
Ｗ：転炉溶鉄容量（ｔ）
Ｘｔ：前チャージ出銑から脱珪処理終了までの時間（分）
【００３６】
　上記（１）式中の酸化物となる珪素（ＸＳｉ）とは、溶銑や冷鉄源、添加物などに含ま
れるものの合計である。そのうち、溶銑中の珪素濃度は、毎チャージ装入前の溶銑から採
取した試料の迅速分析値を用いる。ただし、高炉の出銑成分など他の分析値を用いて演算
するなどして代用する方法を用いてもよい。また、各種冷鉄源中の珪素濃度は、例えば、
ロット毎の代表試料の分析値が用いられるが、冷銑では溶銑と同程度の濃度で安定してい
る場合が多い。また、スクラップ中の珪素濃度は、発生源による変動はあるものの、平均
的には銑鉄の１／１０程度以下の濃度で安定しているためこれを代表値としても用いてよ
いし、無視しても差し支えはない。
【００３７】
　前記添加物中には酸化物でない珪素がある。これは珪化鉄や金属珪素、炭化珪素、窒化
珪素あるいはその他の珪化物として含有するものを指すが、代表的な添加物としては、フ
ェロシリコンの他、炭化珪素を約６０質量％含む粉体をブリケットに成型したもの（以下
、炭化珪素ブリケットという）などをあげることができる。
【００３８】
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　添加物中の酸化物でない珪素の分析方法としては、ＪＩＳ　Ｇ　１３１２に記載された
フェロシリコンの分析方法の他、全珪素分析、酸可溶珪素分析、全炭素分析、全酸素分析
、全窒素分析、熱質量分析、温度履歴を調整した燃焼法による炭素分析、その他の含有元
素の分析、Ｘ線回折法による化合物の分析などを組み合わせて推定することができる。
【００３９】
　また、添加物中には、その他に炭素がある。この炭素源としては、コークスあるいは土
状黒鉛などの炭材の他、前述の炭化珪素などの炭化物中炭素が用いられる。また、添加物
中の媒溶材としては、生石灰や軽焼ドロマイト、マグネシアクリンカなどの副原料が使用
されるが、その他、脱燐スラグ、脱炭スラグ、取鍋スラグなどのスラグも酸化カルシウム
源あるいは酸化マグネシウム源として使用できる。また、安価な副原料の例としては、カ
ルシウムあるいはマグネシウムの炭酸化物や水酸化物などを利用してもよいが、これらは
吸熱量が大きいため大量に使用する場合は他の媒用材と区別して上掲の（１）式を修正す
ることが望ましい。
【００４０】
　このように、本発明における脱珪処理では、この処理の後の溶銑温度を適切な範囲に制
御し、珪素を熱源として利用するので、溶銑と冷鉄源の合計重量当たり１００～３００ｋ
ｇ／ｔという多量の冷鉄源を使用しても生産性の低下や精錬コストの上昇を招くことなく
、冷鉄源の溶解と溶銑の予備処理精錬を効率よく行なうことができる。ただし、冷鉄源原
単位が３００ｋｇ／ｔ以上では、さらなる熱源が必要となってコストの上昇を招いたり、
吹錬時間が長くなって生産性が低下する問題がある。また、冷鉄源の装入設備の制約から
も使用量をさらに増やすことは効率的でない。
【００４１】
　後で詳述するが、脱珪処理後スラグ、即ち、脱珪スラグ１０の排滓性を高めるためには
、溶銑予備処理用転炉１内でスラグに適度なフォーミングを起こさせることが好ましい。
そのためには溶銑中の炭素とスラグ中の酸化鉄の反応によって発生するＣＯガスの発生速
度を高めることが効果的である。従って、次の排滓工程において安定した排滓率を得るた
めには、溶銑中および添加した珪素源中の珪素を酸化するのに必要な化学量論以上の酸素
を供給することが好ましい。
【００４２】
　脱珪処理中に溶銑に供給する酸素の原単位は、化学量論的に脱珪に必要な量に加えて２
Ｎｍ３／ｔ以上、望ましくは４Ｎｍ３／ｔ以上とすることが好適である。本発明では、こ
のような送酸を行なって脱珪処理終了時における溶銑中珪素濃度を０．１質量％以下、望
ましくは０．０５質量％以下とする。このことによって、脱珪処理後に排滓する際にもフ
ォーミング状態を維持して排滓性を良好に保つことができると共に、スラグから溶銑への
復燐を抑制することができるようになる。発明者らの研究では、前記バーナー機能付きラ
ンス２からの送酸速度は１～３Ｎｍ３／ｍｉｎ・ｔ、底吹きガスの吹き込み速度は０．１
～０．６Ｎｍ３／ｍｉｎ・ｔの範囲において、前記の効果が得られることを確認している
。なお、脱珪処理終了の判定については、前述のように脱炭反応進行によるスラグ排出を
行なうために、脱珪吹錬中の排ガス濃度、排ガス中ＣＯ、ＣＯ２濃度、排ガス流量、排ガ
ス分析値から計算される脱炭速度をモニタリングしながら判定することが好適である。
【００４３】
（３）中間排滓工程（Ｃ）
　本発明において、溶銑の予備処理に当たっては、前述した脱珪処理後にその脱珪スラグ
の排滓する工程を設ける。この排滓工程（Ｃ）において、脱珪処理時に発生した大量のＳ
ｉＯ２を含む低塩基度の脱珪スラグが該転炉１から排出される。所謂、脱珪スラグ１０を
排出することは、次工程の脱燐処理において、適切なスラグ塩基度が得られるようにする
ため、および石灰系媒溶材の使用量を低減するために有効である。また、前回チャージの
脱燐スラグ１７を大量に炉内に残留させたまま次回チャージで新たな溶銑の脱珪処理を行
なう溶銑の予備処理方法の場合、スラグから溶銑への復燐を防止するように脱珪処理する
ため、脱珪スラグ中の燐酸濃度が従来よりも高くなる。従って、もし該脱珪スラグを転炉
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なって脱燐効果が低下することから、これを防止する上でもこの工程（Ｃ）の役割は重要
である。なお、脱珪吹錬終了後の中間排滓は、転炉を傾動させ、炉口から排出しても、溶
銑の出湯孔４から行なってもよい。
【００４４】
　本発明に係る転炉製鋼法のうち、とくに第１の転炉１による溶銑予備処理方法において
は、これらの工程（Ａ）～（Ｃ）の処理を繰り返し連続して実施するので、脱珪スラグの
排出が不十分だと燐酸の炉内への蓄積が進むことから注意を要する。それは、脱燐処理段
階において炉内スラグ中の燐酸量が多くなりすぎると、スラグ中の燐酸濃度の上昇により
脱燐反応効率が低下して処理後の溶銑中燐濃度が上昇したり、脱燐反応のために必要な石
灰系媒溶材の使用量が増大したりする問題があるからである。
【００４５】
　そこで、本発明では、この問題点を解決するため、前記バーナー機能付きランス２を用
いる。本発明の脱珪処理の好適な条件の一例を表１に示し、そして、その効果を図４に示
す。表１および図４からわかるように、バーナー機能付きランス２を用いることで、溶銑
、スラグへの効果的な熱供給が可能となり、スクラップ溶解、石灰、酸化鉄源の溶融促進
、スラグ溶融促進による中間排滓率高位安定化、中間排滓スラグ中の粒鉄低減が可能とな
る。
【００４６】
　即ち、同一の脱珪吹錬条件においては、従来方法に従って精錬剤を装入する方法に代え
て、本発明のように、これらの脱珪用精錬剤である粉体をバーナー機能付きランス２を使
って添加すると、添加される精錬用フラックスなどの吹き込み粉体が浴面に達する前に加
熱されるため、スラグの溶融がより効率的である。即ち、図４に示すように、中間排滓に
着目するとき、バーナー機能付きランス２にて１０ＭＪ／ｔ以上の熱供給を行なうときに
、脱珪スラグ排滓率は飛躍的に向上する。また、スラグ中に懸濁する粒鉄比率について観
察したところ、通常のバーナーなし上吹きランスによる場合には１０質量％であったが、
バーナーの燃焼による熱量が１０ＭＪ／ｔ以上であるバーナー機能付きランス２を使用し
た場合には６質量％まで低減していた。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
　なお、脱珪処理時に生成した脱珪スラグのほとんどを排滓してしまうと、次工程の脱燐
処理において新たに添加する石灰系媒溶剤の滓化が遅れ、脱燐反応の阻害要因となる。こ
の問題に対しは、蛍石を添加して滓化を促進させることができるが、それでは上述したよ
うに発生スラグの用途が制約を受けてスラグの処理が困難となる。また、鉄鉱石などの酸
化鉄を添加して滓化を促進する方法もあるが、この方法だと酸化鉄の分解吸熱反応による
熱ロスが大きく、冷鉄源の溶解に利用できる熱量が減少するので得策ではない。
【００４９】
　そこで、この中間排滓工程における排滓率については、次のように対処する。即ち、脱
珪スラグの排滓率(質量％)＝(排出スラグ質量)×１００／(脱珪処理終了時の炉内全スラ
グ質量)）は、少なくとも４０％以上、望ましくは６０％以上とすることが好ましい。そ
れは上記排滓率が４０質量％未満では、前記のように次工程の脱燐処理における石灰系媒
溶材の使用量が増大するからである。また、残留スラグ量が増大するとスラグフォーミン
グを抑制することができなくなり、脱燐処理時に炉口からのスラグ噴出が発生し、スラグ
噴出による操業障害を招くおそれがある。
【００５０】
　本発明では、脱珪処理終了時のスラグの塩基度は０．５～１．５の範囲内となるように
し、かつ脱珪処理工程終了時の溶銑温度が１２６０℃以上１３５０℃以下となるようにし
、酸素原単位を適性化してスラグフォーミングを促進する。このことにより、良好なスラ
グの流動性とガスホールドアップを確保することができ、脱珪処理終了後に炉体を傾動し
て炉口からスラグを流出させるだけで良好な排滓を行なうことができるようになる。この
点に関し、溶銑を流出させないように炉体の傾動角度を調節してスラグを流出させる場合
、ある程度のスラグ量は炉内に残留させざるを得ないが、フォーミングしているスラグは
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真比重に比べて嵩比重が低下しているため、炉内に残留するスラグ量を低めに制御できる
。
【００５１】
（４）脱燐処理工程（Ｄ）
　前記排滓工程（Ｃ）の後は、同じ一の転炉１内に残留させた溶銑に脱燐用精錬剤である
石灰系媒溶剤を含む粉体および酸素源を供給して、溶銑を脱燐処理する。この脱燐処理工
程において使用する酸素源は、前記バーナー機能付き上吹きランス２からの酸素ガス５の
みを使用することが熱ロスを低減するうえで好ましい。溶銑中の燐は、供給される酸素源
中の酸素により酸化されて燐酸化物（Ｐ２Ｏ５）となり、この燐酸化物が、石灰系媒溶剤
の滓化によって生成するスラグ中に安定的に取り込まれて、溶銑の脱燐が進行する。脱燐
反応を効率よく進めるには、脱燐処理後のスラグ（今回チャージの脱燐スラグ１７）の塩
基度は１．２以上３．０以下となるように、前記バーナー機能付きランス２もしくはシュ
ートを使って前記石灰系媒溶材を吹き付けもしくは投入し、かつ送酸によって脱燐処理終
了後の溶銑温度が１２８０℃以上１３６０℃以下となるようにして脱燐処理を行なうこと
が好ましい。
【００５２】

【表２】

【００５３】
　その理由は、この脱燐処理時に生成する今回チャージの脱燐スラグ１７のスラグ塩基度
が、１．２未満あるいは溶銑温度が１３６０℃超では、スラグの脱燐能が低下して、処理
後の溶銑中燐濃度を十分に低下できない場合がある。一方、そのスラグ塩基度が３．０を
超えると石灰系媒溶剤の滓化が困難となり、石灰系媒溶剤のコストが上昇し、溶銑温度が
１２８０℃未満でも、やはり石灰系媒溶剤の滓化が困難となり、後工程の脱炭精錬時の熱
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量が不足する。そして、その後に行なう別の転炉による脱炭精錬時における熱量を十分に
確保するには、脱燐処理終了後の溶銑温度を１２８０℃以上１３６０℃以下とすると共に
、脱燐処理終了時の溶銑中炭素濃度が２．５質量％以上となるように、脱珪処理および脱
燐処理での酸素使用量および／または炭素添加量を調節することが望ましい。
【００５４】
　この脱燐工程（Ｄ）において、バーナー機能付きランス２を適用する効果は、図５に示
すとおりである。即ち、該バーナー機能付きランス２においては、石灰や酸化鉄といった
脱燐剤粉体がバーナー燃焼熱の伝熱媒体となると同時に、脱燐剤自身が加熱され、脱燐剤
成分の物質移動が促進されて脱燐効率が高くなる。このことは、図５に示すように、バー
ナー燃焼熱量にして１０ＭＪ／ｔの熱量を該バーナー機能付きランス２を通じて熱供給し
た場合に、同一石灰原単位に対し、処理後[Ｐ]が低位安定化することで理解できる。
【００５５】
（５）出湯工程（Ｅ）
　この工程（Ｅ）では、前記の脱燐工程（Ｄ）を経て溶銑中の燐濃度が所定の値にまで低
下したとき、該転炉１を出湯口が設置された側に傾転させて、転炉型精錬炉内の溶銑を溶
銑保持容器（図示せず）に出湯する。
【００５６】
（６）脱炭精錬
　前記工程（Ａ）～（Ｅ）からなる第１の転炉１による溶銑予備処理を経て、出湯された
脱燐溶銑は、次に、第２の転炉である脱炭精錬用転炉、即ち、上底吹き転炉を用いて脱炭
精錬して所定の溶鋼を精製する。この工程では、脱燐された溶銑を用いて脱炭処理するた
め、終点炭素濃度を低くし、終点スラグ中のＦｅＯ生成促進により脱燐の向上を図る必要
がないため、例えば、Ｍｎ鉱石還元に有利である。しかしながら、Ｍｎ鉱石還元のために
は還元熱の補償、Ｍｎ鉱石還元効率向上が必要である。この点、前記バーナー機能付きラ
ンス２を表３に示す条件で使用すると、図６に示すとおり有効である。即ち、図６に示す
ように、脱炭精錬用転炉において、Ｍｎ鉱石還元を行なう場合、主にＭｎ鉱石該バーナー
機能付きランス２もしくはシュートを使って、バーナーからの熱供給量１０ＭＪ／ｔ以上
になるように吹き付けもしくは投入することにより、Ｍｎ鉱石還元時の熱補償が可能とな
ると同時に、還元効率も向上し、Ｍｎ歩留まりの向上に寄与する。
【００５７】



(15) JP 5954551 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

【表３】

【００５８】
　以上説明したように、本発明に適合するように、転炉を用いて溶銑の予備処理および脱
炭精錬する転炉製鋼法においては、溶銑の脱燐処理終了後に出湯した後、脱燐処理後スラ
グの少なくとも一部を排出しないまま炉内に残留させ、そこに、新たな溶銑を装入して脱
珪処理を行なうという連続的な処理になるので、結局、転炉型精錬炉（予備処理炉）から
排出されるスラグの多くは脱珪スラグとなる。このように、脱珪スラグは比較的塩基度が
低く、地金の混入も少ないため、アルカリ溶出や水和反応による膨張の問題が生じない。
特に、脱燐スラグを全く排出しない方法ではこのような問題が全く生じないため、スラグ
の処理を単純化できるうえ、高付加価値の用途にも適用可能となる。このような特徴を有
するプロセスの効率化、安定化を図るために、本発明では、バーナー機能付き上吹きラン
スを用いるのであり、脱珪後の排滓率向上、スラグ中の粒鉄低減が可能となる。
【実施例１】
【００５９】
　図１に示すような容量３００トンの転炉１を用いてまず、溶銑の予備処理を実施した。
この処理に当たっては、図３に示すバーナー機能付きランス２を用いて精錬用酸素ガスを
浴面（溶銑）に向けて吹き付けると共に、炉体底部に設けた８個の底吹き羽口からは溶銑
中に攪拌用の窒素ガスを吹き込んだ。但し、バーナランス不使用の時は、図３において燃
料ガス通路１９及び支燃性ガス通路のない４重管ランスを使用した。なお、溶銑の予備処
理用転炉における脱珪吹錬、脱燐吹錬、脱炭用転炉における脱炭精錬の各条件は、表１～
３に示したが、溶銑成分等については表４－１～表４－３に示した。そして、実施の結果
については、脱Ｓｉ吹錬の結果を表４－１に、脱Ｐ吹錬の結果を表４－２に、脱Ｃ吹錬の
結果を表４～３に示した。これらの実施例は、前工程として溶銑脱燐処理で生成した脱燐
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処理後スラグの一部あるいは全部を炉内に残留させたまま、その転炉内に、まず冷鉄源を
装入し、次いで、その炉内に溶銑を装入し、その後、前記バーナー機能付きランス２から
精錬用酸素を上吹きして脱珪吹錬を開始し、次いで、中間排滓した後、同じ転炉にて脱燐
吹錬し、その後、別の転炉にて脱炭吹錬をした例である。なお、前記脱珪処理において生
成するスラグの塩基度補償は、必要に応じて、塊状石灰を投入シュートもしくは粉状石灰
をバーナー機能付きランス２の粉体吹き込み通路１８からバーナー燃焼下に添加した。ま
た、溶銑予備処理段階の脱珪吹錬（処理）の終了は、排ガス温度、排ガス中ＣＯ濃度の変
化により判定した。表中の中間排滓率はスラグ鍋の秤量により評価した。
【００６０】
　比較例１および発明例１～９として示す表４－１～４－３から明らかなように、脱珪吹
錬時および脱燐吹錬時の両方の処理ともバーナー機能付きランスを用いない例（比較例１
）では、中間排滓率が劣ると共に脱Ｐ後のＰ濃度も高い。また、脱珪吹錬の時にはバーナ
ー機能付きランスを用いる一方、脱燐吹錬時にはこのバーナー機能付きランスは用いない
例（発明例１～３））では、脱Ｐ後のＰ濃度が若干高いが、脱珪吹錬時にはバーナー機能
付きランス無しの比較例１に対し中間排滓率は向上した。そして、脱珪吹錬の時にはバー
ナー機能付きランスから十分な熱量を加えるものの脱燐吹錬時には該バーナー機能付きラ
ンスを使用しない例（発明例２、３）では、中間排滓率はさらに改善された。このことか
ら、少なくとも脱珪吹錬の段階では、バーナー機能付きランスの使用が好ましいことがわ
かった。
【００６１】
　しかも、脱珪吹錬時および脱燐吹錬時に前記バーナー機能付きランスを使い、かつその
投入熱量を１０ＭＪ／ｔ以上に調整すれば、中間排滓率、燐濃度ともに望ましい結果が得
られ（発明例４～９）ことがわかる。そして、このバーナー機能付きランスを同じ条件で
脱炭吹錬時に使用した場合、Ｍｎ歩留が向上する（発明例８、９）こともわかった。特に
、脱珪、脱燐、脱炭の各工程で全て該バーナー機能付きランスを用いると、中間排滓率、
ＣａＯ原単位、Ｍｎ歩留のいずれの点においても望ましい結果が得られることがわかった
。
【００６２】
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【表４－１】

【００６３】
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【表４－２】

【００６４】
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【表４－３】

 
【実施例２】
【００６５】
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　この実施例は、脱珪吹錬時における脱燐スラグ残留率の影響を調査した結果を示すもの
である。なお、この実施例において、使用した転炉やバーナー等は、実施例１と同じもの
とし、吹錬の条件もまた基本的には実施例１と同じ条件で実施したが、脱燐スラグ残留率
のみは変更するという操業条件とした。そして、その結果を表５－１～表５－３に示す。
【００６６】
　表５－１に示す結果から明らかなように、発明例１０～１５によれば、比較例２と比べ
ると、脱燐スラグの一部（５０～１００％）を残留させた次のチャージでの脱珪吹錬にお
いて、中間排滓率の向上やＣａＯ添加量の減少が果されることがわかった。また、表５－
２に示す結果から明らかなように、発明例１０～１５と比較例２とでは有意差がないこと
もわかった。さらに、表５－３に示すとおり、脱珪吹錬、脱燐吹錬および脱炭精錬という
一連の処理において、トータルＦｅ歩留、トータルＣａＯ原単位は向上することが明らか
となった。
【００６７】
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【表５－１】

【００６８】
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【表５－２】

【００６９】
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【表５－３】

【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、転炉の製鋼方法に関する技術であるが、所謂、溶銑の予備処理技術としても
当然有効である。
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【符号の説明】
【００７１】
１　転炉
２　バーナー機能付き上吹きランス
３　底吹き羽口
４　出湯口
５　精錬用酸素ガス
６　支燃性ガス
７　燃料ガス
８　ホッパー
９　溶銑
１０　脱珪スラグ
１１　冷鉄源
１４　装入鍋
１７　脱燐スラグ
１８　粉体吹き込み通路
１９　燃料ガス通路
２０　支燃性ガス通路
２１　精錬用酸素ガス通路
２２ａ　冷却水通路
２２ｂ　冷却水通路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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